
 

平成 26 年度 「生活習慣病における慢性炎症の制御に着目した新たな診

断法・治療法の開発に関する研究」委託に係る仕様書 

 

１．事業名 

  平成２６年度「厚生労働科学研究委託事業（生活習慣病における慢性炎症の制御に着目し

た新たな診断法・治療法の開発に関する研究）」 

 

２．事業の目的 

 生活習慣病について、疫学研究、臨床研究、臨床への橋渡し研究等を通じ、新たな対策に

貢献するエビデンスを提供することを目的とするものである。 

 

３．事業の概要等 

   糖尿病、循環器疾患等の、多くの生活習慣病の病態に共通して慢性炎症が関与している点

に着目し、新たな診断法・治療法の開発に資する研究を行う。 

 

４．予算額 

 １課題あたり上限２５,０００千円 

 

５．実施期間 

 契約日から平成２７年３月３１日（火）までとする。 

 

６．成果物 

  研究報告書１０部（Ａ４版） 

 
７．納入期限 

   平成２７年３月３１日 

 

８．納入場所 

   東京都千代田区霞が関 1-2-2 厚生労働省健康局がん対策・健康増進課 

 

９．採択基準 

 応募された研究計画について、以下の観点に基づき審査する 

ア 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項 

（ア）研究の厚生労働科学分野における発展性 

・ 研究成果が今後の厚生労働科学分野の振興・発展に役立つか 

（イ）研究の独創性・新規性 

・ 研究内容が独創性・新規性を有しているか 

（ウ）研究計画の実現性・効率性 



・ 実現可能な研究であるか 

・ 研究が効率的に実施される見込みがあるか 

（エ）研究者の資質、施設の能力 

・ 研究業績や研究者の構成、施設の設備等の観点から遂行可能な研究であるか 

・ 疫学・生物統計学の専門家が関与しているか 

イ 行政的な観点からの評価に当たり考慮すべき事項（政策等への活用可能性） 

・政策形成の過程などに活用される可能性がある内容かどうか  

・間接的な波及効果などが期待できるか  

・社会的・経済的効果が高い研究であるか 

ウ 総合的に勘案すべき事項 

（ア）いずれの観点の評価においても、各府省や学会の定める倫理指針に適合しているか、

又は倫理審査委員会の審査を受ける予定であるかを確認する等により、研究の倫理性

について検討する。 

（イ）研究代表者及び研究分担者のエフォート等を考慮する。 

 

１０．委託契約の締結 

本事業においては、採択された者と厚生労働省が委託契約を締結するものとする。 

 

１１．再委託について 

   再委託については、以下のとおり取り扱うこと。 

ア 契約に関する事業の全部を一括して再委託することは禁止。 
イ 総合的な企画及び判断、並びに業務遂行管理部分の再委託は禁止。 
ウ 契約に関する事業の一部を再委託する場合、「再委託に関する承認申請書」が必要。 
エ 契約に関する事業の一部を再委託する場合は、原則、契約額の１／２未満。 
オ 再委託する場合は、その最終的な責任は受託者が負う。 

 

１２．その他 

本仕様書について疑義が生じた場合は、厚生労働省健康局がん対策・健康増進課に照会する

こと。 

また、本仕様書に記載されていない事項等については、厚生労働省健康局がん対策・健康増

進課と協議の上、決定する。 



 

平成 26 年度 「インスリン抵抗性やインスリン分泌能に着目した糖尿病

の新たな診断法・治療法の開発に関する研究」委託に係る仕様書 

 

１．事業名 

  平成２６年度「厚生労働科学研究委託事業（インスリン抵抗性やインスリン分泌能に着目

した糖尿病の新たな診断法・治療法の開発に関する研究）」 

 

２．事業の目的 

 糖尿病について、疫学研究、臨床研究、臨床への橋渡し研究等を通じ、新たな対策に貢献

するエビデンスを提供することを目的とするものである。 

 

３．事業の概要等 

   インスリン抵抗性やインスリン分泌能に着目した糖尿病の新たな診断法・治療法の開発に

資する研究を行う。 

 

４．予算額 

 １課題あたり上限２５,０００千円 

 

５．実施期間 

 契約日から平成２７年３月３１日（火）までとする。 

 

６．成果物 

  研究報告書１０部（Ａ４版） 

 
７．納入期限 

   平成２７年３月３１日 

 

８．納入場所 

   東京都千代田区霞が関 1-2-2 厚生労働省健康局がん対策・健康増進課 

 

９．採択基準 

 応募された研究計画について、以下の観点に基づき審査する 

ア 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項 

（ア）研究の厚生労働科学分野における発展性 

・ 研究成果が今後の厚生労働科学分野の振興・発展に役立つか 

（イ）研究の独創性・新規性 

・ 研究内容が独創性・新規性を有しているか 

（ウ）研究計画の実現性・効率性 



・ 実現可能な研究であるか 

・ 研究が効率的に実施される見込みがあるか 

（エ）研究者の資質、施設の能力 

・ 研究業績や研究者の構成、施設の設備等の観点から遂行可能な研究であるか 

・ 疫学・生物統計学の専門家が関与しているか 

イ 行政的な観点からの評価に当たり考慮すべき事項（政策等への活用可能性） 

・政策形成の過程などに活用される可能性がある内容かどうか  

・間接的な波及効果などが期待できるか  

・社会的・経済的効果が高い研究であるか 

ウ 総合的に勘案すべき事項 

（ア）いずれの観点の評価においても、各府省や学会の定める倫理指針に適合しているか、

又は倫理審査委員会の審査を受ける予定であるかを確認する等により、研究の倫理性

について検討する。 

（イ）研究代表者及び研究分担者のエフォート等を考慮する。 

 

１０．委託契約の締結 

本事業においては、採択された者と厚生労働省が委託契約を締結するものとする。 

 

１１．再委託について 

   再委託については、以下のとおり取り扱うこと。 

ア 契約に関する事業の全部を一括して再委託することは禁止。 
イ 総合的な企画及び判断、並びに業務遂行管理部分の再委託は禁止。 
ウ 契約に関する事業の一部を再委託する場合、「再委託に関する承認申請書」が必要。 
エ 契約に関する事業の一部を再委託する場合は、原則、契約額の１／２未満。 
オ 再委託する場合は、その最終的な責任は受託者が負う。 

 

１２．その他 

本仕様書について疑義が生じた場合は、厚生労働省健康局がん対策・健康増進課に照会する

こと。 

また、本仕様書に記載されていない事項等については、厚生労働省健康局がん対策・健康増

進課と協議の上、決定する。 



 

平成 26 年度 「循環器疾患の新たな治療法の開発に関する研究」委託に

係る仕様書 

 

１．事業名 

  平成２６年度「厚生労働科学研究委託事業（循環器疾患の新たな治療法の開発に関する研

究）」 

 

２．事業の目的 

 循環器疾患について、疫学研究、臨床研究、臨床への橋渡し研究等を通じ、新たな対策に

貢献するエビデンスを提供することを目的とするものである。 

 

３．事業の概要等 

   脳卒中、心筋梗塞、心不全、大動脈疾患等の循環器疾患における新たな医療技術又は医療

機器を含む治療法の開発に資する研究を行う。 

   

４．予算額 

 １課題あたり上限２５,０００千円 

 

５．実施期間 

 契約日から平成２７年３月３１日（火）までとする。 

 

６．成果物 

  研究報告書１０部（Ａ４版） 

 
７．納入期限 

   平成２７年３月３１日 

 

８．納入場所 

   東京都千代田区霞が関 1-2-2 厚生労働省健康局がん対策・健康増進課 

 

９．採択基準 

 応募された研究計画について、以下の観点に基づき審査する 

ア 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項 

（ア）研究の厚生労働科学分野における発展性 

・ 研究成果が今後の厚生労働科学分野の振興・発展に役立つか 

（イ）研究の独創性・新規性 

・ 研究内容が独創性・新規性を有しているか 

（ウ）研究計画の実現性・効率性 



・ 実現可能な研究であるか 

・ 研究が効率的に実施される見込みがあるか 

（エ）研究者の資質、施設の能力 

・ 研究業績や研究者の構成、施設の設備等の観点から遂行可能な研究であるか 

・ 疫学・生物統計学の専門家が関与しているか 

イ 行政的な観点からの評価に当たり考慮すべき事項（政策等への活用可能性） 

・政策形成の過程などに活用される可能性がある内容かどうか  

・間接的な波及効果などが期待できるか  

・社会的・経済的効果が高い研究であるか 

ウ 総合的に勘案すべき事項 

（ア）いずれの観点の評価においても、各府省や学会の定める倫理指針に適合しているか、

又は倫理審査委員会の審査を受ける予定であるかを確認する等により、研究の倫理性

について検討する。 

（イ）研究代表者及び研究分担者のエフォート等を考慮する。 

 

１０．委託契約の締結 

本事業においては、採択された者と厚生労働省が委託契約を締結するものとする。 

 

１１．再委託について 

   再委託については、以下のとおり取り扱うこと。 

ア 契約に関する事業の全部を一括して再委託することは禁止。 
イ 総合的な企画及び判断、並びに業務遂行管理部分の再委託は禁止。 
ウ 契約に関する事業の一部を再委託する場合、「再委託に関する承認申請書」が必要。 
エ 契約に関する事業の一部を再委託する場合は、原則、契約額の１／２未満。 
オ 再委託する場合は、その最終的な責任は受託者が負う。 

 

１２．その他 

本仕様書について疑義が生じた場合は、厚生労働省健康局がん対策・健康増進課に照会する

こと。 

また、本仕様書に記載されていない事項等については、厚生労働省健康局がん対策・健康増

進課と協議の上、決定する。 



 

平成 26 年度 「心不全における診断法・治療法の標準化に関する研究」

委託に係る仕様書 

 

１．事業名 

  平成２６年度「厚生労働科学研究委託事業（心不全における診断法・治療法の標準化に関

する研究）」 

 

２．事業の目的 

 心不全について、疫学研究、臨床研究、臨床への橋渡し研究等を通じ、新たな対策に貢献

するエビデンスを提供することを目的とするものである。 

 

３．事業の概要等 

   心不全における診断法・治療法の標準化に関する研究を行う。神経体液因子や心機能評価

等を含む診断法の標準化、薬物・非薬物療法及びそれらの併用療法による治療法の標準化、

合併症を有する心不全に対する治療法の標準化などを図り、実際に医療現場で提供される治

療の効果の大きな向上に資する研究を行う。 

 

４．予算額 

 １課題あたり上限１５,０００千円 

 

５．実施期間 

 契約日から平成２７年３月３１日（火）までとする。 

 

６．成果物 

  研究報告書１０部（Ａ４版） 

 
７．納入期限 

   平成２７年３月３１日 

 

８．納入場所 

   東京都千代田区霞が関 1-2-2 厚生労働省健康局がん対策・健康増進課 

 

９．採択基準 

 応募された研究計画について、以下の観点に基づき審査する 

ア 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項 

（ア）研究の厚生労働科学分野における発展性 

・ 研究成果が今後の厚生労働科学分野の振興・発展に役立つか 

（イ）研究の独創性・新規性 



・ 研究内容が独創性・新規性を有しているか 

（ウ）研究計画の実現性・効率性 

・ 実現可能な研究であるか 

・ 研究が効率的に実施される見込みがあるか 

（エ）研究者の資質、施設の能力 

・ 研究業績や研究者の構成、施設の設備等の観点から遂行可能な研究であるか 

・ 疫学・生物統計学の専門家が関与しているか 

イ 行政的な観点からの評価に当たり考慮すべき事項（政策等への活用可能性） 

・政策形成の過程などに活用される可能性がある内容かどうか  

・間接的な波及効果などが期待できるか  

・社会的・経済的効果が高い研究であるか 

ウ 総合的に勘案すべき事項 

（ア）いずれの観点の評価においても、各府省や学会の定める倫理指針に適合しているか、

又は倫理審査委員会の審査を受ける予定であるかを確認する等により、研究の倫理性

について検討する。 

（イ）研究代表者及び研究分担者のエフォート等を考慮する。 

 

１０．委託契約の締結 

本事業においては、採択された者と厚生労働省が委託契約を締結するものとする。 

 

１１．再委託について 

   再委託については、以下のとおり取り扱うこと。 

ア 契約に関する事業の全部を一括して再委託することは禁止。 
イ 総合的な企画及び判断、並びに業務遂行管理部分の再委託は禁止。 
ウ 契約に関する事業の一部を再委託する場合、「再委託に関する承認申請書」が必要。 
エ 契約に関する事業の一部を再委託する場合は、原則、契約額の１／２未満。 
オ 再委託する場合は、その最終的な責任は受託者が負う。 

 

１２．その他 

本仕様書について疑義が生じた場合は、厚生労働省健康局がん対策・健康増進課に照会する

こと。 

また、本仕様書に記載されていない事項等については、厚生労働省健康局がん対策・健康増

進課と協議の上、決定する。 



 

平成 26 年度 「糖尿病合併症における評価法・治療法の標準化に関する

研究」委託に係る仕様書 

 

１．事業名 

  平成２６年度「厚生労働科学研究委託事業（糖尿病合併症における評価法・治療法の標準

化に関する研究）」 

 

２．事業の目的 

 糖尿病について、疫学研究、臨床研究、臨床への橋渡し研究等を通じ、新たな対策に貢献

するエビデンスを提供することを目的とするものである。 

 

３．事業の概要等 

   糖尿病の治療においては、適切な合併症の重症度評価や治療が重要であるが、診療科が異

なることなどから、評価や治療が十分でない場合がある。地域の診療科を超えた医療連携に

よる、糖尿病合併症の評価法・治療法の標準化に資する研究を行う。 

 

４．予算額 

 １課題あたり上限１２,０００千円 

 

５．実施期間 

 契約日から平成２７年３月３１日（火）までとする。 

 

６．成果物 

  研究報告書１０部（Ａ４版） 

 
７．納入期限 

   平成２７年３月３１日 

 

８．納入場所 

   東京都千代田区霞が関 1-2-2 厚生労働省健康局がん対策。健康増進課 

 

９．採択基準 

 応募された研究計画について、以下の観点に基づき審査する 

ア 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項 

（ア）研究の厚生労働科学分野における発展性 

・ 研究成果が今後の厚生労働科学分野の振興・発展に役立つか 

（イ）研究の独創性・新規性 

・ 研究内容が独創性・新規性を有しているか 



（ウ）研究計画の実現性・効率性 

・ 実現可能な研究であるか 

・ 研究が効率的に実施される見込みがあるか 

（エ）研究者の資質、施設の能力 

・ 研究業績や研究者の構成、施設の設備等の観点から遂行可能な研究であるか 

・ 疫学・生物統計学の専門家が関与しているか 

イ 行政的な観点からの評価に当たり考慮すべき事項（政策等への活用可能性） 

・政策形成の過程などに活用される可能性がある内容かどうか  

・間接的な波及効果などが期待できるか  

・社会的・経済的効果が高い研究であるか 

ウ 総合的に勘案すべき事項 

（ア）いずれの観点の評価においても、各府省や学会の定める倫理指針に適合しているか、

又は倫理審査委員会の審査を受ける予定であるかを確認する等により、研究の倫理性

について検討する。 

（イ）研究代表者及び研究分担者のエフォート等を考慮する。 

 

１０．委託契約の締結 

本事業においては、採択された者と厚生労働省が委託契約を締結するものとする。 

 

１１．再委託について 

   再委託については、以下のとおり取り扱うこと。 

ア 契約に関する事業の全部を一括して再委託することは禁止。 
イ 総合的な企画及び判断、並びに業務遂行管理部分の再委託は禁止。 
ウ 契約に関する事業の一部を再委託する場合、「再委託に関する承認申請書」が必要。 
エ 契約に関する事業の一部を再委託する場合は、原則、契約額の１／２未満。 
オ 再委託する場合は、その最終的な責任は受託者が負う。 

 

１２．その他 

本仕様書について疑義が生じた場合は、厚生労働省健康局がん対策・健康増進課に照会する

こと。 

また、本仕様書に記載されていない事項等については、厚生労働省健康局がん対策・健康増

進課と協議の上、決定する。 



平成 26 年度 「重症循環不全・呼吸不全に提供される体外式膜型人工肺

（ECMO）療法の研修やレジストリネットワーク体制の構築に関する研究」

委託に係る仕様書 

 

１．事業名 

  平成２６年度「厚生労働科学研究委託事業（重症循環不全・呼吸不全に提供される体外式

膜型人工肺（ECMO）療法の研修やレジストリネットワーク体制の構築に関する研究）」 

 

２．事業の目的 

 集中治療室や救命救急センター等に入院する重症循環不全・呼吸不全患者に提供される体

外式膜型人工肺（ECMO）療法の研修体制の確立や、重症循環不全・呼吸不全患者に提供され

る医療内容を把握・評価する為に必要なレジストリを構築することを目的とする。 

 

３．事業の概要等 

   重症循環不全・呼吸不全対する体外式膜型人工肺（extracorporeal membrane oxygenation; 

ECMO）療法の効果は、オーストラリア・ニュージーランド、スウェーデン、イギリスからの

報告により、その有効性が証明されている。しかし、本邦における ECMO の成績はほとんど報

告されておらず、2011 年に竹田らによって出された 2009 年の H1N1 インフルエンザに対する

本邦の治療成績は、他の先進国の生存率が 70％以上であったのと比べて本邦は半分（約 35％）

と、著しく劣っていた。この状況を改善させるために、我が国の ECMO 療法の研修体制を確立

するために必要な研修内容の検討と標準化されたテキストの作成、研修終了者の所属する医

療機関を主に対象とした重症循環不全・呼吸不全患者に提供される医療内容に関するレジス

トリ体制の構築を行う。 

 

４．予算額 

 １課題あたり上限１０，０００千円 

 

５．実施期間 

 契約日から平成２７年３月３１日（火）までとする。 

 

６．成果物 

  研究報告書１０部（Ａ４版） 

 
７．納入期限 

   平成２７年３月３１日 

 

８．納入場所 

   東京都千代田区霞が関 1-2-2 厚生労働省健康局がん対策・健康増進課 

 



９．採択基準 

 応募された研究計画について、以下の観点に基づき審査する 

ア 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項 

（ア）研究の厚生労働科学分野における発展性 

・ 研究成果が今後の厚生労働科学分野の振興・発展に役立つか 

（イ）研究の独創性・新規性 

・ 研究内容が独創性・新規性を有しているか 

（ウ）研究計画の実現性・効率性 

・ 実現可能な研究であるか 

・ 研究が効率的に実施される見込みがあるか 

（エ）研究者の資質、施設の能力 

・ 研究業績や研究者の構成、施設の設備等の観点から遂行可能な研究であるか 

・ 疫学・生物統計学の専門家が関与しているか 

イ 行政的な観点からの評価に当たり考慮すべき事項（政策等への活用可能性） 

・政策形成の過程などに活用される可能性がある内容かどうか  

・間接的な波及効果などが期待できるか  

・社会的・経済的効果が高い研究であるか 

ウ 総合的に勘案すべき事項 

（ア）いずれの観点の評価においても、各府省や学会の定める倫理指針に適合しているか、

又は倫理審査委員会の審査を受ける予定であるかを確認する等により、研究の倫理性

について検討する。 

（イ）研究代表者及び研究分担者のエフォート等を考慮する。 

 

１０．委託契約の締結 

本事業においては、採択された者と厚生労働省が委託契約を締結するものとする。 

 

１１．再委託について 

   再委託については、以下のとおり取り扱うこと。 

ア 契約に関する事業の全部を一括して再委託することは禁止。 
イ 総合的な企画及び判断、並びに業務遂行管理部分の再委託は禁止。 
ウ 契約に関する事業の一部を再委託する場合、「再委託に関する承認申請書」が必要。 
エ 契約に関する事業の一部を再委託する場合は、原則、契約額の１／２未満。 
オ 再委託する場合は、その最終的な責任は受託者が負う。 

 

１２．その他 

本仕様書について疑義が生じた場合は、厚生労働省健康局がん対策・健康増進課に照会する

こと。 

また、本仕様書に記載されていない事項等については、厚生労働省健康局がん対策・健康増

進課と協議の上、決定する。 



 

平成 26 年度 「たばこ由来の化学物質の暴露状況の標準的な測定法の開

発に関する研究」委託に係る仕様書 

 

１．事業名 

  平成２６年度「厚生労働科学研究委託事業（たばこ由来の化学物質の暴露状況の標準的な

測定法の開発に関する研究）」 

 

２．事業の目的 

 たばこの新たな対策に貢献するエビデンスを提供することを目的とするものである。 

 

３．事業の概要等 

葉たばこ、製品たばこ、たばこ煙の各段階でたばこ由来の化学物質を定量的に評価する標

準的な測定に資する方法を開発する。なお、研究の実施に当たっては、たばこ煙は自動喫煙

装置を用いて収集する必要があるが、その際、たばこ煙中の化学物質を収集する上での基本

的な操作である次の 2点を満たすことが必須である。 

①たばこ煙を自動喫煙装置で収集する際、ISO 法及び HCI 法の双方を実施すること。 

②たばこ煙の粒子相成分およびガス相成分の双方の化学物質を収集すること。 

 

４．予算額 

 １課題あたり上限１３,０００千円 

 

５．実施期間 

 契約日から平成２７年３月３１日（火）までとする。 

 

６．成果物 

  研究報告書１０部（Ａ４版） 

 
７．納入期限 

   平成２７年３月３１日 

 

８．納入場所 

   東京都千代田区霞が関 1-2-2 厚生労働省健康局がん対策・健康増進課 

 

９．採択基準 

 応募された研究計画について、以下の観点に基づき審査する 

ア 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項 

（ア）研究の厚生労働科学分野における発展性 

・ 研究成果が今後の厚生労働科学分野の振興・発展に役立つか 



（イ）研究の独創性・新規性 

・ 研究内容が独創性・新規性を有しているか 

（ウ）研究計画の実現性・効率性 

・ 実現可能な研究であるか 

・ 研究が効率的に実施される見込みがあるか 

（エ）研究者の資質、施設の能力 

・ 研究業績や研究者の構成、施設の設備等の観点から遂行可能な研究であるか 

・ 疫学・生物統計学の専門家が関与しているか 

イ 行政的な観点からの評価に当たり考慮すべき事項（政策等への活用可能性） 

・政策形成の過程などに活用される可能性がある内容かどうか  

・間接的な波及効果などが期待できるか  

・社会的・経済的効果が高い研究であるか 

ウ 総合的に勘案すべき事項 

（ア）いずれの観点の評価においても、各府省や学会の定める倫理指針に適合しているか、

又は倫理審査委員会の審査を受ける予定であるかを確認する等により、研究の倫理性

について検討する。 

（イ）研究代表者及び研究分担者のエフォート等を考慮する。 

 

１０．委託契約の締結 

本事業においては、採択された者と厚生労働省が委託契約を締結するものとする。 

 

１１．再委託について 

   再委託については、以下のとおり取り扱うこと。 

ア 契約に関する事業の全部を一括して再委託することは禁止。 
イ 総合的な企画及び判断、並びに業務遂行管理部分の再委託は禁止。 
ウ 契約に関する事業の一部を再委託する場合、「再委託に関する承認申請書」が必要。 
エ 契約に関する事業の一部を再委託する場合は、原則、契約額の１／２未満。 
オ 再委託する場合は、その最終的な責任は受託者が負う。 

 

１２．その他 

本仕様書について疑義が生じた場合は、厚生労働省健康局がん対策・健康増進課に照会する

こと。 

また、本仕様書に記載されていない事項等については、厚生労働省健康局がん対策・健康増

進課と協議の上、決定する。 



 

平成 26 年度 「身体活動の標準的な評価法の開発に関する研究」委託に

係る仕様書 

 

１．事業名 

  平成２６年度「厚生労働科学研究委託事業（身体活動の標準的な評価法の開発に関する研

究）」 

 

２．事業の目的 

 身体活動の新たな対策に貢献するエビデンスを提供することを目的とするものである。 

 

３．事業の概要等 

   体力や運動量を客観的で簡便に測定する方法ならびに指標や測定方法の国際的な標準化に

資する研究を行う。 

 

４．予算額 

 １課題あたり上限１０,０００千円 

 

５．実施期間 

 契約日から平成２７年３月３１日（火）までとする。 

 

６．成果物 

  研究報告書１０部（Ａ４版） 

 
７．納入期限 

   平成２７年３月３１日 

 

８．納入場所 

   東京都千代田区霞が関 1-2-2 厚生労働省健康局がん対策・健康増進課 

 

９．採択基準 

 応募された研究計画について、以下の観点に基づき審査する 

ア 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項 

（ア）研究の厚生労働科学分野における発展性 

・ 研究成果が今後の厚生労働科学分野の振興・発展に役立つか 

（イ）研究の独創性・新規性 

・ 研究内容が独創性・新規性を有しているか 

（ウ）研究計画の実現性・効率性 

・ 実現可能な研究であるか 



・ 研究が効率的に実施される見込みがあるか 

（エ）研究者の資質、施設の能力 

・ 研究業績や研究者の構成、施設の設備等の観点から遂行可能な研究であるか 

・ 疫学・生物統計学の専門家が関与しているか 

イ 行政的な観点からの評価に当たり考慮すべき事項（政策等への活用可能性） 

・政策形成の過程などに活用される可能性がある内容かどうか  

・間接的な波及効果などが期待できるか  

・社会的・経済的効果が高い研究であるか 

ウ 総合的に勘案すべき事項 

（ア）いずれの観点の評価においても、各府省や学会の定める倫理指針に適合しているか、

又は倫理審査委員会の審査を受ける予定であるかを確認する等により、研究の倫理性

について検討する。 

（イ）研究代表者及び研究分担者のエフォート等を考慮する。 

 

１０．委託契約の締結 

本事業においては、採択された者と厚生労働省が委託契約を締結するものとする。 

 

１１．再委託について 

   再委託については、以下のとおり取り扱うこと。 

ア 契約に関する事業の全部を一括して再委託することは禁止。 
イ 総合的な企画及び判断、並びに業務遂行管理部分の再委託は禁止。 
ウ 契約に関する事業の一部を再委託する場合、「再委託に関する承認申請書」が必要。 
エ 契約に関する事業の一部を再委託する場合は、原則、契約額の１／２未満。 
オ 再委託する場合は、その最終的な責任は受託者が負う。 

 

１２．その他 

本仕様書について疑義が生じた場合は、厚生労働省健康局がん対策・健康増進課に照会する

こと。 

また、本仕様書に記載されていない事項等については、厚生労働省健康局がん対策・健康増

進課と協議の上、決定する。 



 

平成 26 年度 「健康づくりにつながるインセンティブ付与の仕組みの開

発に関する研究」委託に係る仕様書 

 

１．事業名 

  平成２６年度「厚生労働科学研究委託事業（健康づくりにつながるインセンティブ付与の

仕組みの開発に関する研究）」 

 

２．事業の目的 

 健康づくりの新たな対策に貢献するエビデンスを提供することを目的とするものである。 

 

３．事業の概要等 

   ヘルスケアポイントの付与を行うなど、個々人が自助努力として取り組む健康づくりに対

してインセンティブを付与する仕組みを用いて、その仕組みが健康に与える効果の検証を行

うこととする。 

 

４．予算額 

 １課題あたり上限１０,０００千円 

 

５．実施期間 

 契約日から平成２７年３月３１日（火）までとする。 

 

６．成果物 

  研究報告書１０部（Ａ４版） 

 
７．納入期限 

   平成２７年３月３１日 

 

８．納入場所 

   東京都千代田区霞が関 1-2-2 厚生労働省健康局がん対策・健康増進課 

 

９．採択基準 

 応募された研究計画について、以下の観点に基づき審査する 

ア 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項 

（ア）研究の厚生労働科学分野における発展性 

・ 研究成果が今後の厚生労働科学分野の振興・発展に役立つか 

（イ）研究の独創性・新規性 

・ 研究内容が独創性・新規性を有しているか 

（ウ）研究計画の実現性・効率性 



・ 実現可能な研究であるか 

・ 研究が効率的に実施される見込みがあるか 

（エ）研究者の資質、施設の能力 

・ 研究業績や研究者の構成、施設の設備等の観点から遂行可能な研究であるか 

・ 疫学・生物統計学の専門家が関与しているか 

イ 行政的な観点からの評価に当たり考慮すべき事項（政策等への活用可能性） 

・政策形成の過程などに活用される可能性がある内容かどうか  

・間接的な波及効果などが期待できるか  

・社会的・経済的効果が高い研究であるか 

ウ 総合的に勘案すべき事項 

（ア）いずれの観点の評価においても、各府省や学会の定める倫理指針に適合しているか、

又は倫理審査委員会の審査を受ける予定であるかを確認する等により、研究の倫理性

について検討する。 

（イ）研究代表者及び研究分担者のエフォート等を考慮する。 

 

１０．委託契約の締結 

本事業においては、採択された者と厚生労働省が委託契約を締結するものとする。 

 

１１．再委託について 

   再委託については、以下のとおり取り扱うこと。 

ア 契約に関する事業の全部を一括して再委託することは禁止。 
イ 総合的な企画及び判断、並びに業務遂行管理部分の再委託は禁止。 
ウ 契約に関する事業の一部を再委託する場合、「再委託に関する承認申請書」が必要。 
エ 契約に関する事業の一部を再委託する場合は、原則、契約額の１／２未満。 
オ 再委託する場合は、その最終的な責任は受託者が負う。 

 

１２．その他 

本仕様書について疑義が生じた場合は、厚生労働省健康局がん対策・健康増進課に照会する

こと。 

また、本仕様書に記載されていない事項等については、厚生労働省健康局がん対策・健康増

進課と協議の上、決定する。 
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